
(別表)

制度資金分 備考

総合農政利子負担軽
減 制 度 名

利用資金 県 県 市町村

農業近代化資金
(認定農業者向け）

15年以内 3.85 － 1.25 1.00 1.00 3.25 0.60

17年超～25年以下 － 2.60 1.00 1.00 2.00 0.60

15年超～17年以下 － 2.55 1.00 1.00 2.00 0.55

14年超～15年以下 － 2.45 0.98 0.97 1.95 0.50

12年超～14年以下 － 2.35 0.93 0.92 1.85 0.50

11年超～12年以下 － 2.25 0.88 0.87 1.75 0.50

10年超～11年以下 － 2.15 0.83 0.82 1.65 0.50

8年超～10年以下 － 2.05 0.78 0.77 1.55 0.50

7年超～8年以下 － 1.95 0.73 0.72 1.45 0.50

6年超～7年以下 － 1.85 0.68 0.67 1.35 0.50

6年以下 － 1.75 0.63 0.62 1.25 0.50

農業近代化資金
(集落営農組織向け）

集落営農組織 3.85 － 1.25 1.00 1.00 3.25 0.60

経営体育成強化資金 集落営農組織 － 2.60 1.00 1.00 2.00 0.60

農業近代化資金 エコファーマー 3.85 － 1.25 1.00 1.00 3.25 0.60

経営体育成強化資金 エコファーマー － 2.60 1.00 1.00 2.00 0.60

　注１　基準金利欄には国が示した基準金利等が記載されています。

　注３　総合農政利子負担軽減制度における市町村の利子補給率又は利子助成率は期待値です。
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　注２　認定農業者等利子軽減は、末端の貸付利率（県の制度上の貸付利率）が０．５０％となっています。
　　　　 ただし県の利子補給等の率は1.00％を上限とします。

総合農政利子負担軽減制度利子補給率等一覧表

（令和8年4月20日から適用　単位：％）
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